
（１）公募型プロポーザル募集要項（各様式を含む。）

1

募集

要項

2 3(3)①

新庁舎建設に係る基本設計、実施設計及び関連業務とあり

ますが、ここでいう関連業務とはどのような業務を指すので

しょうか、ご教示ください。

設計に必要な調査業務及び下記業務との調整業務を

指します。

・オフィス環境整備業務（什器・備品、特殊機器など）

・附帯施設整備業務（電話交換機・固定電話機・電話

配線、サーバー設備、ネットワーク配線、防災システ

ム、Jアラートなど）

2

募集

要項

3 3(3)②

新庁舎建設に係る建築工事、・・・、外構工事及び関連工事と

ありますが、ここでいう関連工事とは何を指すのでしょうか、ご

教示ください。

設計に必要な調査業務の結果に基づいて必要となる

工事及び下記業務との調整工事（業務）を指します。

・オフィス環境整備業務（什器・備品、特殊機器など）

・附帯施設整備業務（電話交換機・固定電話機・電話

配線、サーバー設備、ネットワーク配線、防災システ

ム、Jアラートなど）

・埋蔵文化財本掘調査業務

3

募集

要項

3 3(6)②

現地確認を行うことは可能とするとありますが、解体予定の旧

奈良県高田総合庁舎の内部確認は可能でしょうか。

現地確認を行うことは可能です。その場合、事前に事

務局に連絡し、日程調整を行ってください。

4

募集

要項

24 13.7

支払条件の件ですが、支払いは、原則、各業務終了後に支

払うものとするとありますが、各業務終了30日後の現金一括

払いと考えておけばよろしいでしょうか。

支払手続は、設計業務終了後、解体工事終了後及び

新庁舎建設工事終了後にそれぞれ行います。支払ま

での日数は、設計業務が業務終了後の検査に合格

し、請求を受けた日から３０日以内、解体工事及び新

庁舎建設工事が業務終了後の検査に合格し、請求を

受けた日から４０日以内とします。

5

様式

集

2 2（１）

2-2の建設企業代表構成員の同種施設の施工実績の添付

資料で、設計実績が証明できる資料とありますが、施工実績

を証明できる資料との理解で宜しいでしょうか。

正しくは、「同種又は類似施設の施工実績を証明でき

る資料」です。様式リスト及び様式２－２を修正し、差し

替えています。

6

様式

1-6

1 -

暴力団排除に関する誓約書において、企業名及び代表者名

を記入する箇所がございますが、企業名は共同企業体名と

し、代表者名は共同企業体の代表者である建設企業の代表

者構成員の記名・捺印をするという理解で宜しいでしょうか。

当誓約書は、参加する全ての企業に提出を求めます。

従って、共同企業体で参加する場合、構成する全ての

企業ごとに作成し、提出してください。

7

様式

1-3

1 -

構成員一覧表において、共同企業体代表者の担当者とは、

統括管理技術者を記載するという理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8

様式

1-3

1 -

構成員一覧表において、担当業務の（担当分野）内には、建

築、電気、機械等の分野を記入するものと思われますが、統

括管理技術者や監理技術者についての記載方法をご教示

下さい。

様式1-3

1ページ目：共同企業体代表者の枠には、募集要項

P10の「ア 統括管理技術者」をご記入ください。

担当業務（担当分野）の記載例としては、

「プロジェクト統括管理」、「設計・施工全般」等がありま

す。

9

募集

要項

15、17

様式6-13　価格提案内訳書の枚数が1枚以内と2枚以内で相

違しています。どちらを正とすればよろしいでしょうか

１枚を正としてください。様式集リスト及び様式６－１２

を修正し、差し替えています。

10

募集

要項

15、18

様式7-2　配置図兼1階平面図の図面縮尺が1/400と1/300

で相違しています。どちらを正とすればよろしいでしょうか

１/４００を正としてください。

11

募集

要項

15、18

様式7-3　各階平面図の図面縮尺が1/400と1/300で相違し

ています。どちらを正とすればよろしいでしょうか

１/４００を正としてください。

12

募集

要項

15、18

様式7-4　断面図の面数が2面と2面以上で相違しています。

どちらを正とすればよろしいでしょうか

２面を正としてください。

13

募集

要項

19

プレゼンテーション時の模型（1/300）は計画敷地範囲内のみ

の作成と考えてよろしいでしょうか。すでに白模型を作成され

ている場合は模型写真等提示いただけませんでしょうか

プレゼンテーション時に作成していただく模型の範囲

は、敷地内のみです。敷地周辺の模型は、まだ完成し

ていませんので、提示はできません。

質         疑         回         答         書

回　　答

資料

番号

質疑

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

質　　問
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（１）公募型プロポーザル募集要項（各様式を含む。）

質         疑         回         答         書

回　　答

資料

番号

質疑

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

質　　問

14

別途

資料

一覧

- -

参加資格認定申請の詳細については、契約監理室に直接

問合せしてもよろしいでしょうか。

参加資格認定申請は、事務局で行いますので、事務

局に問合せください。

2



（２）要求水準書-１ 土地利用・動線計画

1

要求水

準書

22 3.1.③

     -１

土地利

用・動

線計画

コミュニティバスの車体寸法（W×D×H）をご教示願いま

す

コミュニティバスは、日野ポンチョのロングを使用して

います。

サイズは、W：2080×D：6990×H：3100です。

2

要求水

準書

22 3.1.④

     -１

土地利

用・動

線計画

車両の敷地への進入について、東側市道82号線からの

進入とありますが、市役所通り（敷地の西部車路対面通

行）からの進入は不可でしょうか？

不可とします。

3 Ｃ４ 2

     -１

土地利

用・動

線計画

その他（敷地外）で「駐車場へ進入交差点となる市役所

通りに、東側からの右折レーンの設置など道路整備をす

る」とあります。具体的な内容をご教示ねがいます。

※コスト・スケジュールスタディーに概要が必要となりま

す。

別紙１のイメージ図をご参照ください。

4 Ｃ４ 2

     -１

土地利

用・動

線計画

前問続き、道路関係協議で長期化する場合は、建物完

成まで（工事中にかけても継続的協議）を行うことも可と

考えてよろしいでしょうか？

※関係各部門との協議内容等があればご教示願いま

す。

お見込みのとおりです。

なお、協議が必要な関係機関は、警察及び本市の

土木管理課です。

5

基本計

画

30 （2）

     -１

土地利

用・動

線計画

基本計画では、現庁舎敷地も駐車場利用とありますが、

現庁舎敷地跡の計画・整備は別途工事と考えてよろしい

でしょうか？

お見込みのとおりです。

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

機能

番号

質　　問 回　　答
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（２）要求水準書-２ 建築計画

1

要求水

準書

8 Ⅱ４(1）

     -２

建築計

画

受注者の業務概要(1)対象施設の概要にあります「本施

設」とは、新庁舎を指し、外構とは計画敷地内の外構工

事を指し、備品とは関連資料C1のその他特記事項に記

載されている例外的な備品は含まれないと考えればよろ

しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2

要求水

準書

41

Ⅳ 1

(14)③

     -２

建築計

画

什器・備品等の工事に伴う据付のための基礎工事、下地

補強工事等については設計業務・施工業務の中で遺漏

のないよう対応することとありますが、ここでいう基礎工

事、下地補強工事等は別途工事ということでよろしいで

しょうか。

基礎工事、下地補強工事等は、本業務に含みま

す。

3

要求水

準書

41

Ⅳ 1

(15)③

     -２

建築計

画

市民説明会へ出席し、設計案の考え方や工事の概要等

について説明し・・・とありますが、ここでいう市民説明会と

はどういう位置付けの説明会であり、複数回の説明が必

要なものということでしょうか、ご教示ください。

市民説明会は、以下のとおり、全てで４回実施する

ことを想定しています。

１回目：解体工事に関する地元説明会

２回目：基本設計段階での中高層建築物建設事業

計画の事前公開及び協議に係る要綱に基づく地元

説明会

３回目：基本設計段階での市民説明会

４回目：建設工事に着手するための地元説明会

4

要求水

準書

50

Ⅳ

3.2(4)9

)③

     -２

建築計

画

本工事期間中、市民説明用及び庁内説明用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ用

図面作成、写真撮影、市民及び庁内対応等について発

注者に協力することとありますが、パンフレットを作成し、

写真撮影を受注者が行うということでしょうか。その場合、

作成する部数や撮影する写真の枚数など、仕様をご教

示いただけますでしょうか。

パンフレットの作成は、発注者が行います。なお、パ

ンフレット作成のための写真撮影等にはご協力くだ

さい。

5

要求水

準書

54

別表４

8②

     -２

建築計

画

基本設計業務成果品に、模型（中間及び完了時）別途指

示とありますが、中間時及び完了時にそれぞれ模型を作

成し、提出するということでよいでしょうか。また、作成する

模型の縮尺など仕様をご教示ください。

模型の作成及びその時期については、お見込みの

とおりです。

なお、作成する模型の縮尺は１/３００とし、仕様は、

協議の上、決定します。

6

要求水

準書

Ｐ8 4

     -２

建築計

画

4.受注者の業務概要（１）対象施設の概要がありますが、

詳細が把握できません。

下記の内容を別途業務（設計・工事共）と考えてよろしい

でしょうか？

一般家具・什器・ＯＡ機器・備品等、ＡＴＭ機器関係、

カーテン・ブラインド、消火器（設置台とも）、地中障害物

撤去費、各種分担金、機械警備設備（電気錠制御機器

等含む）

記載いただいた業務内容のうち、カーテン・ブライン

ド、消火器（設置台とも）、地中障害物撤去費、機械

警備設備（電気錠制御機器等含む）は、本業務に

含みます。

7

要求水

準書

Ｐ8 4

     -２

建築計

画

要求水準Ｐ８4.（１）、対象施設の概要に備品は本業務外

の記述があります。

また、要求水準書や資料Ｃ１等に備品等と思われる表現

がありますが対象のようにも読み取れます。備品類の工

事対象範囲がわかる工事区分表や備品着色平面図等が

あればご提示いただけませんか？

※資料全般的に工事範囲の判別ができません。

【以下に判別しにくい文面例】

※ＥＸ１：要求水準Ｐ18「快適な待合スペース」表中に「肘

付タイプの椅子等、お年寄りの方が座りやすい家具を設

置する」

※ＥＸ2：要求水準Ｐ19「書庫・倉庫等の充実化」表中に

「書類保管用キャビネットを適切に設けるとともに、書庫を

文書量に応じて確保する」

※ＥＸ３：資料Ｃ１：Ｐ４会計専用倉庫に金庫収納棚設置。

※ＥＸ４：資料Ｃ１：Ｐ6書庫(4階部署用）移動式所棚を設

置

※ＥＸ５：資料Ｃ1：Ｐ４税関係部門窓口仕切るパネルを設

置（カウンター、パネル共、別途備品購入）

備品は、原則として本業務対象外です。

要求水準書のP15～22の＜庁舎の導入機能一覧＞

には、基本計画に基づいて新庁舎の整備方針を示

しており、業務内容を記載したものではありません。

また、資料C1の特記事項欄の「〇〇を設置」の表現

を用いているものは、本業務に含めるものとします。

なお、「仕切りパネルを設置」ではなく、「仕切りパネ

ルを配置」と記載していますので仕切りパネルは本

業務に含めるものではありません。

8

要求水

準書

Ｐ26

6.1）.

⑩

     -２

建築計

画

「文書配布棚を設けるとともにメーリングマシーンを室内

の一角に配置できる空間」とありますが、これらは備品（別

途）と考えてよろしいでしょうか？

文書配付棚は本業務、メーリングマシンは備品で

す。

9

要求水

準書

Ｐ26

6.1）.

⑪

     -２

建築計

画

「複合機2台、ＦＡＸ機等を設ける」とありますが、これは備

品（別途）と考えてよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

機能

番号

質　　問 回　　答
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（２）要求水準書-２ 建築計画

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

機能

番号

質　　問 回　　答

10

要求水

準書

Ｐ16 表中

     -２

建築計

画

ホバリングスペースの設置がありますが、建物上空で一定

の高さで停止するものと記しています。これは「緊急救助

用スペース」（10×10ｍ角、Ｒマーク、ホバーリングのみで

着陸不要）と考えてよろしいでしょうか？（Ｈマークである

と構造計画に大きな負担をあたえるため）

また、屋上までのＥＶの着床は必要と考えてよろしいで

しょうか？

Rマークです（資料C1、P9をご参照ください。）。

EVのうち１台は、屋上まで着床する必要があります。

11

要求水

準書

Ｐ26

6.1）.

⑧

     -２

建築計

画

執務部分に「壁面利用の集密可動式書架の設置を可能

とする」とありますが、これは書庫の部分のみと考えてよろ

しいでしょうか？（執務室に設ける場合は構造計画に大き

く影響を及ぼすので現段階での範囲を提示をお願いしま

す）

執務室の壁面には、２列方式の横に増設可能なシ

ステム収納型の書架を設けることを想定していま

す。

12

要求水

準書

Ｐ50 8）

     -２

建築計

画

外装・内装のモックアップの作成がありますが、部位・大き

さは下記としてよろしいでしょうか？

・外装：窓廻り1箇所、Ｗ3600×階高程度、材料は可能な

限り採用建材利用（下地は指定なし）

・内装：議場内装1箇所、Ｗ3600×天井高さ程度、材料は

可能な限り採用建材利用（下地は指定なし）

お見込みのとおりです。

13

要求水

準書

29 3.2(12)

     -２

建築計

画

（12）防災安全計画　⑪・・・基礎、配管、ＵＰＳの設置に

伴うスペース等の現地調査が可能な日程についてご教

示下さい。

事前に事務局に連絡し、希望日に基づく日程調整

を行ってください。

5



（２）要求水準書-３ 構造計画

1 Ｂ6 - -

     -３

構造計

画

交付していただける地質資料について、その調査内容お

よび交付時期をご教示ください。

特に基礎の設計に必要な「孔内水平載荷試験」、「液状

化に対する検討」および免震構造の設計に必要な「弾性

波速度検層（PS検層）」、「常時微動測定」、「動的変形試

験」の調査は地質資料に含まれると考えてよろしいです

か。

また、上記の内容に不足があり地質を正しく把握できない

場合は、追加調査が発生しますが、その場合の調査費は

別途と考えてよろしいですか。

質疑にある調査の結果は、全て地質資料に含まれ

ています。

5月中に「標準貫入試験結果（速報版）」を市ホーム

ページ上に公表します。

最終調査結果については、６月中旬に参加者（１次

選定者）に提示します。

上記の内容以外に受注者が設計を進める上で別途

追加調査を行う必要がある場合は、要求水準書P４

３の１）①エ「その他調査（その他技術提案に応じて

必要な調査）」に含めて業務を行ってください。

2 Ｂ3 33 5.（１）

     -３

構造計

画

免震構造を設計する際に用いる地震波形はご提示いた

だけると考えてよろしいですか。

そうでない場合、地震波を作成する費用は別途と考えて

よろしいですか。

地震波作成業務は、本業務（免震構造設計業務）と

します。

3

募集要

項

16

10.2.2.

（２）

     -３

構造計

画

技術提案書の構造計画提案書の内容について、「②略

伏図・略軸組図及び仮定断面」とありますが、代表的な階

の伏図、代表的な軸組図、代表的な部材の断面サイズ

程度をご指定の様式にまとめると考えてよろしいですか。

お見込みのとおりです。

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

機能

番号

質　　問 回　　答
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（２）要求水準書-４ 設備計画

1

要求水

準書

30

3.4(1)

②

     -４

設備計

画

(1)基本事項　②の支援物資等の必要な設備負荷につい

て計画若しくは想定されてる負荷をご教示下さい。

提案内容により、設計段階で最終決定します。

2

要求水

準書

31

3.4（２）

１）⑤

     -４

設備計

画

(2)電気設備　1）受変電設備　⑤の変圧器　屋外型は油

入式と記載されていますが、受変電設備は屋外キュービ

クルで提案可能と考えて宜しいでしょうか。

提案可能です。提案内容により、設計段階で最終

決定します。

3

要求水

準書

33

3.4（２）

８）

     -４

設備計

画

(2)電気設備　8)テレビ・情報通信

テレビ、Wi-Fi、インターネット、有線LAN等の機器本体

（取付共）及び配線（種類が不明のため）工事は別途と

し、空配管工事のみを電気工事に含めるものと考えて宜

しいでしょうか。

機器本体（取付共）は別途とし、配線及び配管工事

は本業務（電気工事）です。

種類は提案内容により、設計段階で最終決定しま

す。

4

要求水

準書

33

3.4（２）

11）

     -４

設備計

画

(2)電気設備　11)放送設備

BGM放送、時報、チャイム放送、屋外放送の機器本体

（取付共）及び配線（種類が不明のため）工事は別途と

し、空配管工事のみを電気工事に含めるものと考えて宜

しいでしょうか。

機器本体（取付共）は別途とし、配線及び配管工事

は本業務（電気工事）です。

種類は提案内容により、設計段階で最終決定しま

す。

5

要求水

準書

34

3.4

13)①

     -４

設備計

画

(2)電気設備　13)警備用監視カメラ設備

監視カメラの機器設置は別途工事と記載されています

が、機器本体及び配線（種類が不明のため）工事を別途

とし、空配管のみを電気工事に含めるものと考えて宜しい

でしょうか。

機器本体（取付共）は別途とし、配線及び配管工事

は本業務（電気工事）です。

種類は提案内容により、設計段階で最終決定しま

す。

6

要求水

準書

50

Ⅳ

3.2(4)1

0)③

     -４

設備計

画

空気調和設備は、夏期及び冬期の仕様開始前に発注者

と協議し、再調整を行うこととありますが、再調整の時期と

は具体的にいつ頃になりますでしょうか、ご教示くださ

い。

夏季は６月頃、冬季は１１月頃です。

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

機能

番号

質　　問 回　　答
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（２）要求水準書-６ 外構施設計画

1 Ｂ7 - -

     -６

外構施

設計画

計画地はハザードマップより50ｃｍ未満の浸水想定区域

となっています。浸水深さは前面道路からの高さと判断し

て計画を進めてよろしいでしょうか？

前面道路からの高さと判断して計画してください。

2 Ｃ４ 2 -

     -６

外構施

設計画

屋外雨水流出抑制施設が本工事にあります。

300㎥以上の貯留量が目標とありますが貯留量の技術基

準等があればご提示願います。

奈良県が公表している大和川流域小規模開発雨水

流出抑制対策設計指針（案）を基準としてください。

なお、詳細について、本市の土木管理課と協議して

ください。

3 Ｃ４ 2 -

     -６

外構施

設計画

屋外雨水流出抑制が本工事にあります。

駐車場の表面貯留は利用可能と考えますがよろしいで

しょうか？

不可とします。

4 Ｃ４ 1 -

     -６

外構施

設計画

駐車場管制装置（料金ゲート）が本工事あります。管理会

社と契約想定とのことですが、仕様等をご提示願います。

種類は提案内容により、設計段階で最終決定しま

す。

5

基本計

画

配置図

参考

資料

     -６

外構施

設計画

敷地の北側水路（敷地外）を「開渠から暗渠へ」とあります

が、この敷地外の整備は計画・工事共別途と考えてよろ

しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

なお、敷地内歩道のレベルと暗渠床版のレベルを

調整する必要があることから、本市の土木管理課と

協議してください。

6

現地確

認

- -

     -６

外構施

設計画

前問続き、敷地北側の水路の擁壁が傾いています。（現

地確認）

今回は水路擁壁の改修等は暗渠工事と同時に改修等を

別途で行うものと考えてよろしいでしょうか？

ご質問の箇所の隙間は、施工当時の状況のもの

で、特に問題ないと考えます。

なお、南北に走る水路擁壁は、敷地内構造物のた

め、これに改修等を加える必要がある場合は、本業

務内で行うものとします。

北側水路の現況

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

機能

番号

質　　問 回　　答
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（３）その他

1

要求水

準書

45

3.1(2)

⑧

要求水準書P45の(2)業務内容に「⑧周辺家屋影響調査」

とございますがどこまでの範囲を調査対象とすれは宜しい

でしょうか。　御指示下さい。

敷地北側及び西側境界から各２０ｍ程度のエリアに含ま

れる家屋が対象となると考えますが、工事上影響がある

範囲も対象に含めるものとします。

2

要求水

準書

49

3.2(4)

5)

要求水準書P49の(4)業務条件等の5）式典費用に「発注者

が主催する式典以外の式典に係る費用は、受注者の負担

とする。」とございますが、以外の式典とは、安全祈願祭の

ことと考えて宜しいでしょうか。また他にございましたら御指

示下さい。

お見込みのとおりです。

3

要求水

準書

49

3.2(4)

5)

上記の式典に出席予定の人数及び直会の必要の有無を

御指示下さい。

直会は不要です。人数は50名程度とします。

4

要求水

準書

10 5

敷地条件等の参照欄に記載ある【資料B５】インフラ現況図

のうち、敷地内にガス管が引き込まれたままの記載がありま

すが、工事着工前には別途工事にて敷地境界での切断な

らびに閉管処理がされているものと考えてよろしいでしょう

か。ご教示ください。

受注者が解体工事において処理することとします。

5

要求水

準書

10 5

敷地条件等、その他の欄に記載ある「土壌汚染存在する

可能性は科学的調査を行わない限り不明」との記載があり

ますが、土壌汚染調査は必要と考えられます。その調査費

用および汚染土壌処分が生じた際は、別途工程・コスト協

議・契約での対応と考えてよろしいでしょうか。なお、汚染

土壌処分を含む場合は、その条件をご提示ください。

調査費用は、本業務に含みます。（P43をご参照くださ

い）

汚染土壌処分費は、別途協議します。

6

要求水

準書

10 5

敷地条件等、その他の欄に記載ある、埋蔵文化財調査の

参照欄に記述ある既存杭引抜きについては、遺構保護を

踏まえて、今回新設杭と干渉する既存杭のみを撤去し、干

渉しない既存杭は残置が可能と考えてよろしいでしょうか。

ご教示ください。

既存杭は、全て撤去します。

7

要求水

準書

資料Ｂ

８

10 5

敷地条件等、その他の欄に記載ある埋蔵文化財調査の参

照欄に既存杭引抜きについて資料Ｂ８には、本掘調査を

速やかに行うため指定地盤までの掘削および残土の仮置

き、調査後の整地工事を行う旨の記載がありますが、すべ

て別途工事と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

指定地盤までの掘削及び残土の仮置き、埋蔵文化財調

査後の整地工事は、本業務（解体工事）に含みます。

8

要求水

準書

47

3.1(6)

6)④

本工事と別途埋文調査との所掌範囲が不明です。④整地

工事の記載項目のうち埋文調査関連内容（先行掘削、埋

め戻し、表層真砂土での整地など）はすべて別契約工事

内容と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

先行掘削、埋め戻し、表層真砂土での整地などは、本業

務に含みます。

9

要求水

準書

50

3.2(4)

10)

竣工引渡し後3ヶ月間、建物および諸設備に関する技術

員が迅速に対応可能な体制をとること、との記載がありま

すが、万一の際の連絡網整備を整えておけば技術員は非

常勤で構わないと考えてよろしいでしょうか。ご教示くださ

い。

お見込みのとおりです。

10

要求水

準書

50

3.2(4)

11)

作業日が月曜～土曜との記載がありますが、昨今官庁案

件では土曜作業は4週8休遵守の通達もあり稼動が原則不

可（事前協議を得て已む無き場合を除く）と考えてよろしい

でしょうか。ご教示ください。

お見込みのとおりです。

11

【資料

A1】

平成32年12月頃着手予定の「附帯施設整備工事」につい

て、工事内容・所掌範囲が不明です。別途工事として考え

てよろしいでしょうか。ご教示ください。

お見込みのとおりです。

質         疑         回         答         書
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（３）その他

質         疑         回         答         書

質疑

番号

資料

番号

資料

ページ

番号

見出

番号

質　　問 回　　答

12

【資料

A1】

本工事竣工後の平成33年4月頃着手予定の「移転・附帯

施設整備」についての工事内容・所掌範囲が不明です。

別途工事として考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

お見込みのとおりです。

13

【資料

A1】

今回事業における設計・施工業務スケジュールは、平成33

年（2021年）3月末日までが本工事契約期限と考えてよろ

しいでしょうか。ご教示ください。

契約期限は、平成３３年３月１９日までです。募集要項P3

（4）①をご参照ください。

14

資料

A2

リスク分担表のNo7に税制変更リスクとして、法人税に関す

る変更リスクの負担者が受注者に○が入っておりますが、

具体的なリスクをご教示ください。

法人税率（法人税額）が仮に変更になった場合において

も、請負契約金額の変更は行わないため、受注者負担と

考えます。

15

資料

C4

プラごみ回収スペースの備考欄に現庁舎設置状況参照と

ありますが、この資料をご開示いただけますでしょうか。

別紙２をご参照ください。

17

要求水

準書

42 （18）

「発注者の維持管理に活用するためにＢＩＭ等を用いるこ

と」とありますが、ＢＩＭ等利用の範囲は維持管理に活用で

きるものとして受注者から提案できるものとしてよろしいで

しょうか？

お見込みのとおりです。

10



別紙１
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別紙２


